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独占禁止法、下請法、官製談合防止法、景品表示法は、社会の様々な場面で関係します。今号では、これら法
律のポイントを押さえたクイズを出題しています。
この春に新社会人になられた方、各法律ともよく知っていると自信のある方も、ぜひクイズにチャレンジして
ください！

全員ライバル
会社

商品の販売価格を
全社xxx円値上げしましょう

お互いの顧客には
営業しないようにしましょう

生産数量はお互い
xxx個までにしましょう

①支払いまでに交付 ②電話発注の場合は口頭
　契約となり、発注書は
　不要

③発注後直ちに交付

お互いの販売地域を
分けましょう

労務費も原材料費も
エネルギーコストも
上昇してまして…

価格は据え置きだよ！価格は据え置きだよ！

無理無理！
話にならないね

なんとか
取引価格に反映

させていただきたく…

来年○月発注の△物件（の入札等）も
頑張りますので、また是非お願いします

御社の仕事は丁寧ですし、
安心してお任せできますから、
△物件も御社でお願いします

挨拶の会話だし、社交辞令の範疇かな?! ウェブサイトで公表済の情報を伝えているね?!

●物件の入札参加条件について
詳しく教えてください

①インターネット上の広告
②商品のパッケージやラベル
③テレビ・ラジオＣＭ
④電話・訪問などによる
　セールストーク

どっきん！！
おしえ ！て どっきん！！
おしえ ！て どっきん！！
おしえ ！て

…

は
い

…
…

は
い

支
払
日
ま
で
に
は

正
式
な
発
注
書
を
送
り
ま
す
の
で

お
願
い
し
ま
す
ね

口
頭
で
も
契
約
で
す
か
ら

い
つ
も
通
り
の
期
限
で

お
支
払
い
し
ま
す

支
払
期
日
を
守
る
の
は

最
優
先
で
し
ょ
！

発
注
書
今
作
っ
て
ま
す
！

す
ぐ
送
る
の
で

確
認
し
て
く
だ
さ
い
！

どっちでしょう！

（
支
払
う
必
要
が
あ
る
）だ
！

請
求
書
が
な
い
場
合
は

支
払
え
な
い
で
し
ょ
！

（
提
出
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は

 

支
払
う
必
要
は
な
い
）よ
！

～その後、●物件の入札に関する談合が
　　　　公正取引委員会によって摘発された～

～ある入札の参加業者Ａとの挨拶で～ ～ある事業者Ｃとの会話で～

●物件の入札参加条件については、
当村役場のウェブサイトで確認できます

懸賞への応募のために、
商品を購入する必要は
ないようだけど、
規制対象かな・・・？

ＳＮＳ投稿での景品
提供企画、最近よく
見かけるなぁ。

ボクも調べてみよう･･

どーれだ！

独占禁止法
①～④の行為は問題でしょうか？

① ③

② ④

取引先(納入先)の対応は問題ありませんか？

取引先
（納入先）

納入業者

官製談合防止法
村役場職員Ｄの行為は適切ですか？

景品表示法
商品やサービスを消費者へ販売する際に、
景品表示法で気をつけるべき表示は
次の①から④のうち、どれでしょう？

ＳＮＳキャンペーン

下請法
親事業者が下請事業者に電話で発注する場合、
発注書はいつ交付すればよいでしょうか？

下請事業者から請求書が提出されていても、
提出されていなくても、支払期日までに
下請代金を支払う必要がある。

親事業者 親事業者

入札参加業者Ａ
事業者Ｃ

村役場職員Ｄ

市役所職員Ｂ

親事業者

ＳＮＳにおいて当社アカウントの友達登録をすることで応
募ができる懸賞企画を考えています。当選者は景品を受け
取るため、当社の店舗に来店してもらう必要があります。
この企画は取引に付随するので、一般懸賞の規制の対象に
なるのでしょうか。

市役所職員Ｂの対応は適切ですか？

これって問題？

Q1Q1Q1Q1 Q2Q2Q2Q2

Q5Q5Q5Q5 Q6Q6Q6Q6

Q7Q7Q7Q7 Q8Q8Q8Q8

Q3Q3Q3Q3 Q4Q4Q4Q4

取引あるある

答えは
次のページに
あるよ！

仕
事
の窓窓

No.2総務部

　沖
縄
総
合
事
務
局
で
は
防
災
に
関
す
る

様
々
な
取
組
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
そ
の

中
で
も
、
令
和
６
年
２
月
14
日
に
開
催
さ

れ
た
「
沖
縄
防
災
連
絡
会
」、
３
月
８
日

に
開
催
さ
れ
た
「
沖
縄
の
持
続
的
な
発
展

を
支
え
る
防
災
対
応
推
進
会
議
」
に
つ
い

て
紹
介
し
ま
す
。

１
．
沖
縄
防
災
連
絡
会

　「沖
縄
防
災
連
絡
会
」
は
沖
縄
地
域
に

お
け
る
大
規
模
地
震
・
津
波
災
害
へ
の
対

応
力
の
向
上
や
、
関
係
機
関
の
連
携
の
推

進
を
目
的
と
し
て
お
り
、
官
民
合
わ
せ
て

35
機
関
で
構
成
さ
れ
て
い
る
会
議
体
で

す
。　会

議
で
は
、
道
路
・
港
湾
・
空
港
・
電
力
・

石
油
・
ガ
ス
・
水
道
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
関

係
及
び
物
流
、
観
光
客
避
難
の
防
災
に
関

す
る
12
の
分
野
に
お
い
て
検
討
・
議
論
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　沖
縄
防
災
連
絡
会
は
平
成
24
年
度
に
設

立
さ
れ
、
令
和
６
年
２
月
14
日
の
会
議
で

12
回
目
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。
今
回
の

会
議
で
は
従
来
の
地
震
・
津
波
対
策
に
つ

い
て
の
検
討
の
ほ
か
に
、
令
和
５
年
台
風

第
６
号
被
害
を
受
け
て
の
停
電
対
策
の
検

討
や
、
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
お
け

る
各
機
関
の
対
応
状
況
に
関
す
る
共
有
な

ど
を
行
い
ま
し
た
。

２
．
沖
縄
の
持
続
的
な
発
展
を
支
え
る

　
　防
災
対
応
推
進
会
議

　「沖
縄
の
持
続
的
な
発
展
を
支
え
る
防

災
対
応
推
進
会
議
（
以
下
、
防
災
対
応
推

進
会
議
）」
は
各
分
野
の
有
識
者
で
あ
る

13
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ
、
沖
縄
防
災
連

絡
会
で
の
検
討
内
容
や
取
組
に
つ
い
て

様
々
な
角
度
か
ら
助
言
等
を
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。

　令
和
６
年
３
月
８
日
に
開
催
さ
れ
た
防

災
対
応
推
進
会
議
で
は
、
沖
縄
防
災
連
絡

会
等
か
ら
の
報
告
を
受
け
、
停
電
対
策
と

し
て
の
無
電
柱
化
や
被
災
し
た
離
島
へ
の

物
資
輸
送
に
関
す
る
助
言
な
ど
、
活
発
な

議
論
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

３
．
今
後
の
防
災
関
係
会
議
で
の

　
　取
組
に
つ
い
て

　防
災
対
応
推
進
会
議
で
指
摘
・
助
言
が

あ
っ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
今
後
取
り
組

む
べ
き
課
題
と
し
て
沖
縄
防
災
連
絡
会
の

中
で
検
討
を
進
め
る
と
と
も
に
、
沖
縄
地

域
の
防
災
対
応
力
の
向
上
・
強
化
の
た
め

に
関
係
機
関
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
引

き
続
き
各
種
対
策
・
検
討
を
行
っ
て
い
き

ま
す
。

お
問
合
せ
先

　総
務
部
　防
災
・
危
機
管
理
課
　

　☎
０
９
８ ‒ 

８
６
６ ‒ 

０
１
１
５

第 12 回沖縄防災連絡会

会議を進行する安里議長

担当者から報告を受ける委員

沖縄の防災対応力を
向上させる
取組について

～ 沖縄総合事務局の防災関係会議 ～
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親事業者 親事業者

入札参加業者Ａ
事業者Ｃ

村役場職員Ｄ

市役所職員Ｂ

親事業者

ＳＮＳにおいて当社アカウントの友達登録をすることで応
募ができる懸賞企画を考えています。当選者は景品を受け
取るため、当社の店舗に来店してもらう必要があります。
この企画は取引に付随するので、一般懸賞の規制の対象に
なるのでしょうか。

市役所職員Ｂの対応は適切ですか？
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答えは
次のページに
あるよ！
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第 12 回沖縄防災連絡会

会議を進行する安里議長

担当者から報告を受ける委員

沖縄の防災対応力を
向上させる
取組について

～ 沖縄総合事務局の防災関係会議 ～
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No.1総務部


